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資料１ 反問権及び反論権に関する条例⽂



議員 [質疑・質問]

市⻑ 議⻑、市⻑（挙⼿）

議⻑ 市⻑（指名）

市⻑ ただいまの○番□□議員の△△について、
趣旨を確認したいため、反問の許可を願います。
議⻑ ただいまの反問については、これを許可しま
す。

市⻑ ○番□□議員の△△については、××とい
うことの趣旨でよろしいですか。

議⻑ ○番□□議員（指名）

議員 ただいまの市⻑からの反問について、お答
えします。△△については、●●ということです。
以上で、反問に対する回答といたします。




